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17． 気象条件の代表性の検討について 

 

 

 敷地において観測した 1997 年 1 月から 1997 年 12 月までの 1 年間の気象資料を用いて

居住性評価を行うに当たり、観測を行った 1 年間の気象状態が長期間の気象状態と比較し

て特に異常でないかどうかの検討を行った結果、特に異常でないことを確認した。以下に

検定方法、検定結果を示す。 

  

(1) 検定方法 

a．検定に用いた観測結果 

1997 年１年間の排気筒風（標高 84m）及び地上風（標高 20m）の観測項目につい

て、10 年間(2003 年～2012 年 12 月)の資料により検討を行った。 

  b.観測項目 

    排気筒風及び地上風ともに以下の観測項目について検定を実施した。 

    (a)風向出現頻度（１６方位） 

    (b)風速階級（１１階級） 

  c. 統計期間 

統計年：2003 年 1 月～2012 年 12 月 

検定年：1997 年 1 月～1997 年 12 月 

  d．検定方法 

検定法は、不良標本の棄却検定に関するＦ分布検定の手順に従った。 

 

(2) 検定結果 

排気筒風の棄却検定表を表１及び表２に、地上風の棄却検定表を表３及び表４に示す。

有意水準５％で棄却された項目は以下のとおり。 

  【排気筒風】 

以下の３項目について棄却された。 

   ・風向 N（１項目） 

・風速階級 0.0～0.4m/s、0.5～1.4m/s（２項目） 

  【地上風】 

   棄却された項目は無い。 

排気筒風は過去の安全審査において代表性が損なわれないと判断された、棄却項目数

が１～３項目の範囲に入っている。また、居住性評価に用いた地上風については、棄却

された項目は無い。これは居住性評価に使用した観測結果の気象の状態が長期間の気象

の状態と比較して特に異常でないことを示しており、この期間の気象資料を用いて居住

性解析を行うことは妥当であることを示している。 
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添付資料：異常年検定結果 

添付資料（１／２） 

 

 

表
１
 
排
気
筒
風
の
棄
却
検
定
表
（
風
向
）

 

表
２
 
排
気
筒
風
の
棄
却
検
定
表
（
風
速
）
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添付資料（２／２） 

 

表
３
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４

 
地
上
風
の
棄
却
検
定
表
（
風
速
）

 



 

117 

 

 

18． 当直の交替による滞在時間と入退域回数について 

 

 

通常時の運転員の勤務形態として、５直 2.5 交替制を採用しており、事故発生

等の緊急時においても同様の勤務形態を継続することとしている。 

 

（１）１日間での交替パターン 

下図に１日間での交替パターンを示す。前日の 22 時に当直につき 8 時

10 分まで勤務をする「１直」、8 時より 15 時 20 分まで勤務をする「２直」、

15 時より 22 時 10 分まで勤務をする「３直」と、「２直」と「３直」を続け

て勤務する「連直」の４つの勤務がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）勤務の組合せと勤務時間等について 

当直勤務については８日間を１サイクルとして、これらの勤務を組み合

わせており、3 交替の代表例としてＡ班に着目したものを表１に示す。 

この際、１サイクルにおいて勤務時間が最大となる班は４９時間勤務と

なり、当直は５回勤務（入退域回数は１０回）となる。 

なお、重大事故および設計基準事故において評価対象期間となる７日間、

３０日間について、それぞれの班の滞在時間と入退域回数について表２に取

りまとめている。 

 

１直(10h10m) 

２直(7h20m) 

３直(7h10m) 

22:00 8:10 

8:00 15:20 

15:00 22:10 

8:00 22:10 

連直(14h10m) 

交替パターン 



 

118 

 

 

表１．具体的な組み合わせパターンの代表例 

日 １直 ２直 ３直 

１ Ｄ班 Ｅ班 Ａ班(7h10m) 

２ Ｄ班 Ａ班(14h10m) 

３ Ｅ班 Ａ班(7h20m) Ｃ班 

４ Ｅ班 Ｃ班 

５ Ａ班(10h10m) Ｃ班 Ｄ班 

６ Ａ班(10h10m) Ｄ班 

７ Ｃ班 Ｄ班 Ｅ班 

８ Ｃ班 Ｅ班 

Ａ班の滞在時間：7h10m+14h10m+7h20m+10h10m+10h10m=48h60m=49hr 

Ａ班の入退域回数：１０回 

 

表２．当直の中央制御室滞在時間と交替回数 

 範囲 最大 

７日間 
滞在時間 34 時間 50 分～49 時間 00 分 49 時間 00 分 

入退域回数 ８回～１０回 １０回 

３０日間 
滞在時間 174 時間 30 分～196 時間 00 分 196 時間 00 分 

入退域回数 ３６回～４０回 ４０回 

 

（３）事故発生時における当直の交替について 

事故発生時において、当直員は中長期での運転操作等の対応に支障が出

ることの無いよう、通常時の勤務形態と同様の勤務形態を継続する。 

この際、発電所までのアクセスルートの確保が課題となるが、別紙に示

すとおり、発電所までのアクセスルートについては、通常使用している沿岸

部の２ルートに加え、社員が多く住居している宮丘地区からの山廻りルート

が確保されていることから、要員の交替に支障となることはない。 

 

（４）事故事象の進展により当直員の交替がすぐにできない場合 

重大事故発生時などについては、現場の運転員が操作等で現場を離れる

ことができず、直ちに次の当直に引き継げない場合や、交替の当直員の到着

が遅れる場合などが想定される。 

現在評価している最大の滞在時間に、もし仮に最長の当直時間となる連

直の１４時間１０分を加えた場合、重大事故については約２９％、設計基準

事故については約７％増えることとなるが、表３、表４に示すとおり１００

ｍＳｖを超えることはない。 

４９時間＋１４時間１０分＝６３時間１０分（約２９％増） 

１９６時間＋１４時間１０分＝２１０時間１０分（約７％増） 
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表３．重大事故の被ばく評価（実効線量ｍＳｖ） 

 マスク有(事故後 7時間まで使用) マスク無 

49時間滞在 約 63時間滞在 49時間滞在 約 63時間滞在 

中央制御室滞在時 約１５ 約２０ 約５５ 約７１ 

入退域時 ※ 約１２ 約１６ 

合計 約２８ 約３２ 約７１ 約８７ 

※ 入退域時はマスクを着用する。 

 

表４．設計基準事故の被ばく評価（実効線量ｍＳｖ） 

 原子炉冷却材喪失 蒸気発生器伝熱管損傷 

196時間滞在 約210時間滞在 196時間滞在 約210時間滞在 

中央制御室滞在時 約 9.2 約 9.8 約 6.0 約 6.4 

入退域時 約 8.3 約 0.0071 

合計 約１８ 約１９ 約 6.0 約 6.5 
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19． 地表面への沈着評価について 

 

 

 中央制御室の被ばく評価においては、「実用発電用原子炉に係る重大事故の制

御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド」に従い

地表面への沈着を評価する際、地表面への乾性沈着及び降雤による湿性沈着を

考慮して地表面沈着濃度を評価している。このとき、湿性沈着を考慮した地表

面沈着量は乾性沈着の４倍と設定しているが、これは「発電用軽水型原子炉施

設周辺の線量目標値に対する評価指針（昭和 51年 9月 28日 原子力委員会決定、

一部改訂 平成 13 年 3 月 29 日）」（以下、「評価指針」という）における解説に

おいて、葉菜上の放射性よう素の沈着率を考慮する際に、降水時における沈着

率は乾燥時の 2～3 倍大きい値となると示されていることを踏まえ、降水時にお

ける沈着率を乾燥時の 3 倍と設定したことによる。以下に今回、湿性沈着を考

慮した地表面沈着量を乾性沈着の 4 倍として設定した妥当性について示す。 

 

（１）乾性沈着率と湿性沈着率の算定方法について 

ａ．乾性沈着率 

  ある核種 i の乾性沈着率（単位時間あたりの沈着量）は評価指針の式と同

様に以下の式で表される。 

 igddi VD   ··············································································· (1) 

   Ddi ：核種 i の乾性沈着率 [Bq/(m2・s)] 

 Vgd ：沈着速度[m/s] 

 χi ：核種 i の平均地表空気中濃度[Bq/m3] 

  = (χi/Q)×Q 

 (χi/Q) ：相対濃度 [s/m3]：鉛直方向の軸上濃度分布 

 Q ：単位時間当たりの放出量 [Bq/s]：総放出量を実効放出継続時間

で割った値 

 

ｂ．湿性沈着率 

  ある核種 i の湿性沈着率は評価指針に降水時の沈着量評価の参考資料と

して挙げられている Chamberlain の研究報告*より以下の式で表される。 

 

 dzzD iri 



0

)(  ······································································· (2) 

 Dri ：核種 i の湿性沈着率[Bq/(m2・s)] 

 Λ ：洗浄係数[s-1] 

  χi(z)   ：鉛直方向の濃度分布[Bq/m3] 
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 ここで、χi(z)が正規分布をとると仮定すると、 

 zD iri   20  ··································································· (3) 

 Σz ：鉛直拡散幅[m] 

 χi0 ：χi(z)ピーク値 [Bq/m3] 

 

 

* Chamberlain, A.C. : Aspects of Travel and Deposition of Aerosol and Vapour 

Cloud, AERE HP/R1261 (1955) 

 

 

（２）地表沈着量の算定方法について 

（１）で求めた沈着率を基に、地表沈着量を求める。ここでは放射性崩

壊による減尐効果については式に含んでいないが、別途考慮している。ま

た、放出源からの放出が継続する時間と沈着を考慮する時間は同じとして

いる。 

 

 ridii AKAA   ·········································································· (4) 

  zQQKQQV

DKDtA

gd

ridii





 2)/()/(

)(
 ·································· (5) 

 Ai ：核種 i の地表沈着量[Bq/m2] 

 Adi ：無降水期間中の核種 i の地表（乾性）沈着量[Bq/m2] 

 Ari ：降水期間中の核種 i の地表（湿性）沈着量[Bq/m2] 

 K ：降水期間割合[－] 

 

 

（３）地表面濃度評価時の地表沈着率 

   (5)式から地表面濃度の評価を実施する。ここで、地表面沈着率は年間を

通じて 1 時間ごとの気象条件に対して、(1)式及び(3)式から各時間での沈着

率を算出する。 

   その結果、降雤を考慮した 1 年間の地表面沈着率の 97％積算値と、降雤

を考慮しない場合のχ/Q 97％積算値を想定した乾性沈着率との比は(6)式よ

り出入管理建屋入口及び中央制御室入口ともに 1.2 であった。 

   なお、中央制御室滞在時については、中央制御室入口の方が距離も近く、

方位も包含されているため中央制御室入口で代表できる。 
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Ddi＋Dri   1/t×(Vgd・(χ/Q)・Q＋Λ・(χ/Q)・Q・√2π・Σz) 

     ＝  

Ddi                       1/t×(Vgd・(χ/Q)・Q) 

 

    ＝ １＋ Λ・√2π・Σz／Vgd ･･････････････････････････････････(6) 

 

 

以上より、湿性沈着を考慮した沈着率は、χ/Q 97％積算値を使用した場

合の乾性沈着率に比べ、指針の記載である 4 倍を下回る結果が得られたこと

から、今回の評価において湿性沈着を考慮した沈着量を乾性沈着の 4 倍とす

ることは保守的な評価であると考えられる。 

   なお、評価においては(5)式に示す乾性沈着の沈着量において 4 倍の沈着

速度（Vgd）を設定することで 4 倍の沈着量を評価した。 

 

以  上 
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（添付） 

 

湿性沈着の考慮について 

 

 

中央制御室周辺における地表面への沈着量は、気象条件として相対濃度（χ/Q）

及び降雤量を考慮して評価している。ここで、相対濃度としては、97 %積算値を

使用し、また、沈着速度は乾性の沈着速度の 4 倍の値としている。これは、審査

ガイドに記載されているとおり、湿性沈着を考慮した沈着濃度とするためである。

一方、相対濃度を 97％積算値として、さらに年間の最も厳しい降雤量の沈着速度

を設定することは、気象条件を基に降雤を適正に考慮した沈着量とはならない。

具体的には、最大の降雤強度の時間においては、風向は見込み方位ではないため、

沈着量は 0 となるにもかかわらず、相対濃度として 97％積算値を用いて沈着量を

設定することとなり、不適切である。なお、今回評価に用いた 1997 年度の気象

データによると、1 時間の最大雤量は全方位で 22mm/h であり、χ/Q 97％積算

値が得られた時刻では降雤はなかった。 

 

そこで、本評価では、沈着速度を乾性沈着の４倍とすることの妥当性確認とし

て、前述のとおりχ/Q 97％積算値が得られた時刻では降雤はなかったが、保守的

な想定として更に年間 97%積算値の降雤量があったものと仮定し、屋外と建屋の

境界である、出入管理建屋入口における降雤時の「単位放出率当たりの地表面沈

着量」（以下、地表面沈着率とする）を評価した（表１参照）。その結果、降雤を

考慮した場合の地表面沈着率は、降雤を考慮しない場合のχ/Q 97％積算値を想定

した乾性地表面沈着率の約 2.7 倍であったことから、湿性沈着を考慮した沈着量

を乾性沈着の 4 倍とすることは保守的な評価であると判断した。 

 

表１ 中央制御室における湿性沈着量評価 

χ/Q(s/m3) 約 3.8×10－４ 

97%積算値降雤量（mm/h） 1.0 

地表面沈着率

(1/m2) 

乾性沈着① 約 1.1×10－６ 

湿性沈着② 約 1.9×10－６ 

降雤時と非降雤時の比（①＋②）／① 約 2.7 
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20． 中央制御室空気流入率試験結果について 

 

 

（１）試験概要 

 泊発電所３号機における中央制御室空気流入率の測定については、平成 20 年 12 月に

ハ項使用前検査「中央制御室気密性確認検査」にて確認している。なお、総合エネルギ

ー調査会原子力安全保安部会 原子炉安全小委員会安全評価ワーキンググループが作成

した「中央制御室の空気流入率測定試験ガイドライン」に従い、冷却材喪失事故時等に

おける中央制御室換気空調設備の事故時閉回路循環運転時において、中央制御室バウン

ダリ内へ外部から流入する空気の流入率を求めるものである。 

方法としては事故時閉回路循環運転中に、微量のトレーサガス（６フッ化硫黄ガス）

を系統から注入し、中央制御室内でのガス濃度が均一になるまで循環・攪拌を行い、そ

の後数時間にわたりガス濃度（低下率）を測定することで外気の流入率を求める。 

 

 

 

 

太線：中央制御室バウンダリ 
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（２）試験実施方法 

試験は、３号機のＡ系統、Ｂ系統を計測する。 

 

     【試験の流れ】 

①中央制御室換気空調設備を通常運転から事故時閉回路循環運転に切替える。 

②目標濃度となるよう中央制御室バウンダリ内へトレーサガスを注入する。 

③各サンプリング点にてサンプリングを実施する。 

④トレーサガスの均一化を確認する。 

⑤トレーサガス濃度を測定する。（６０分毎に５回実施。） 

⑥上記⑤項の測定結果から空気流入率を算出する。 

⑦中央制御室換気空調設備を事故時閉回路循環運転から通常運転に切替える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室空調系系統図（事故時閉回路循環(Ａ系)） 
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（３）サンプリング点 

中央制御室バウンダリ内の範囲において、下図に記すサンプリング点にてサンプリン

グを実施した。 
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（４）試験結果 

 

項 目 内  容 

試験日程 
平成２０年１１月１９日～平成２０年１１月２１日 

（試験時のプラント状態：建設中） 

試験の特徴 
・ １プラント１中央制御室 

・ １区画 

空気流入率測定

試験における 

均一化の程度 

系 統 

非常用循環系／空調系 

トレーサガス濃度測定値の場所によるバラツキ 

：（測定値－平均値）／平均値（％） 

３Ａ／３Ａ，３Ｂ -5.5～3.4 

３Ｂ／３Ａ，３Ｂ -4.6～3.1 

試験の方法 

中央制御室の空気流入率測定試験ガイドラインに定める空気流入率測定試験

のうち 

「代表点による試験手順」／「全サンプリング点による試験手順」にて実施 

適用条件 

内容 適用 備考 

トレーサガス濃度測定値のバラツキが平均値

の±１０％以内か。 
○ 

 

試験結果 

系統 

非常用循環系／空調系 

空気流入率 

（±以下は、97.5％片側信頼限界値） 

３Ａ／３Ａ，３Ｂ 0.14＋0.002 回/h 

３Ｂ／３Ａ，３Ｂ 0.13＋0.002 回/h 
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○実施日：平成２０年１１月１９日～２０日 

○サンプリング時間／点数：11 月 20 日 1:00～5:00（１時間間隔×５回）／２３点 

３Ａ－中央制御室非常用循環ファン運転（１回目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○実施日：平成２１年１１月２０日～２１日 

○サンプリング時間／点数：11 月 21 日 1:00～5:00（１時間間隔×５回）／２３点 

３Ｂ－中央制御室非常用循環ファン運転（２回目） 
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21． 重大事故時の居住性評価におけるマスクの防護係数について 

 

 

以下の検討を踏まえ、全面マスクの防護係数として50 を使用している。 

 

（１）「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行等について」について 

「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行等について」（平成25年4月

12日付け基発0412第1号 都道府県労働局長宛 厚生労働省労働基準局長通知）（以下、

「厚生労働省労働基準局長通知」という。）では、電離放射線障害防止規則第３８条

（保護具）で規定する保護具に対する要求事項を定めている。 

 

「電離放射線障害防止規則」（最終改正：平成２５年７月８日）抜粋 

第三十八条  事業者は、第二十八条の規定により明示した区域内の作業又は緊急作業

その他の作業で、第三条第三項の厚生労働大臣が定める限度を超えて汚染された空

気を吸入するおそれのあるものに労働者を従事させるときは、その汚染の程度に応

じて防じんマスク、防毒マスク、ホースマスク、酸素呼吸器等の有効な呼吸用保護

具を備え、これらをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。  

２  労働者は、前項の作業に従事する間、同項の保護具を使用しなければならない。 

 

「厚生労働省労働基準局長通知」抜粋 
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（２）マスクメーカによる防護係数確認結果について 

  全面マスクを納入しているマスクメーカにおいて、ダスト用及びよう素用全面マス

クの防護係数を社内試験において確認している。 

  本試験は、ダスト用は塩化ナトリウム粒子、よう素用は放射性ヨウ化メチルを用い、

防護係数を算出したものである。 

  その結果、ダスト用は≧10,000、よう素用は≧1,200 と十分な防護係数を有するこ

とを確認した。 

 

（３）中央制御室におけるマスク着用について 

  マスクの防護係数については、着用者の熟練度に依存して大きく変化するといわれ

ている。泊発電所では定期的に教育・訓練し、また、定期検査作業時の着用経験があ

ることから、マスク着用に習熟している者が多い。また、中央制御室においてマスク

の着用が必要となった場合は、放射線管理の専門家がマスク着用の助勢、指導をする

ことから、確実なマスクの着用がなされるものと考えられる。 

  今後とも、さらに教育・訓練を進めていき、マスク着用の熟練度を高めていく。 
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（参考）JIS 規格について 

 

「JIS T 8150（2006）呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法」の付表２におい

て、ろ過式動力なし全面形の呼吸用保護具の指定防護係数は4～50 としており、解説に

は個人が正しく着用して防護係数を測定した場合には、付表２に示す防護係数より高い

防護係数が得られる可能性が高いと記載している。 
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22． 中央制御室外気隔離時の酸素及び二酸化炭素濃度について 

 

 

（１）概要 

本資料は、泊発電所３号機の中央制御室換気空調設備における事故時再循環モード時

において、外気取入ダンパを閉止した際の酸素及び炭酸ガス濃度について評価を行った

結果をまとめたものである。 

 

（２）評価条件 

評価に用いる前提条件は以下の通りとする。 

・在室人数：32 人（想定要員数） 

・中央制御室バウンダリ内体積：3,500m3（中央制御室体積を保守的に設定） 

・許容酸素濃度：18％以上（労働安全衛生規則） 

・許容炭酸ガス濃度：0.5%以下（事務所衛生基準規則） 

・酸素消費量：1.25ℓ/min/人（「空気調和・衛生工学便覧」の作業強度分類の「中く

らい」の作業強度に対する酸素消費量の中央値） 

 

（３）酸素濃度の評価 

「空気調和・衛生工学便覧 第 13版 第 5編 空気調和設備設計」（以下、「空気調

和・衛生工学便覧」という。）に準じて、酸素濃度について評価する。 

 

ａ．評価条件 

・中央制御室にはインリーク空気があることから、空気流入率測定試験に基づき保

守的に最低値を使用し評価：0.13回/h 

・初期酸素濃度：20.95% 

・評価期間：30 日間 

ｂ．評価結果 

・中央制御室の酸素量 733,250ℓ＝3,500,000ℓ×20.95% 

・インリークする酸素量 95,322.5ℓ/h＝3,500,000ℓ×20.95%×0.13回/h 

・30日後の酸素濃度 20.95% 

＝(733,250(ℓ)+((95,322.5(ℓ/h)－1.25(ℓ/min/人)×32(人)×60(min/h))×24(h/

日)×30(日))/3,500,000(ℓ) 

≒733,250(ℓ)/3,500,000(ℓ) 

 

滞在人員の酸素消費率に比較して、インリークしてくる酸素量が多いため、中央制

御室換気空調設備における事故時再循環モード時において、外気取入ダンパを閉止

した場合においても、中央制御室での作業環境に影響を与えない。 
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なお、通常の酸素濃度を確保するために必要な中央制御室の空気流入率は 0.00327

回/h となり、泊発電所３号機の中央制御室空気流入率試験結果 0.13 回/h を大きく

下回る。 

・許容酸素濃度を確保するための空気流入率 0.00327回/h 

＝1.25(ℓ/min/人)×32(人)×60(min/h)/(3,500,000 (ℓ)×20.95(%)) 

 

（４）炭酸ガス濃度 

「原子力発電所中央制御室運転員の事故時被ばくに関する規程（JEAC4622-2009）」に

準じて、炭酸ガス濃度について評価する。 

 

ａ．評価条件 

・中央制御室外気炭酸ガス濃度：0.03% 

・空気流入率：0.13 回/h（中央制御室空気流入率試験結果のうち保守的に最低値を

使用。） 

・評価期間：30 日間 

ｂ．評価結果 

・最低必要空気流入率 

  平衡状態の炭酸ガス濃度 

   C∞＜0.005 

   0.0003＋M／(NV)＜0.005 

     M：室内発生炭酸ガス量（m3／h） 

     N：空気流入率（回／h） 

     V：中央制御室バウンダリ内体積（m3） 

0.03%＋0.046 (m3／h／人)×32(人)／（N(回／h)×3,500(m3)）＜0.005 

     N＞0.0895(回／h) 

  

上記評価条件から求めた最低必要空気流入率0.0895回／hに対し、空気流入率測定試験

結果は、0.13回／hであることから、中央制御室換気空調設備における事故時再循環モー

ド時において、外気取入ダンパを閉止した場合においても、中央制御室での作業環境に

影響を与えない。 

なお、次式より空気流入率試験結果から平衡炭酸ガス濃度は0.35%となる。 

 

・平衡状態の炭酸ガス濃度 

Ｃ∞＝0.0003+M/(NV) 

M：室内発生炭酸ガス量 (m3/h) 

N：空気流入率 (回/h) 

V：中央制御室バウンダリ内体積 (m3) 

・Ｃ∞＝0.03%+(0.046(㎥/h/人)×32(人))/(0.13(回/h)×3,500(m3)) 

Ｃ∞＝0.35%
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23．審査ガイドとの適合性について（重大事故時の中央制御室居住性評価） 

実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の 

居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド 
中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況 

３．制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価 

 

第７４条（原子炉制御室） 

１  第７４条に規定する「運転員がとどまるために必要な設備」とは、以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をい

う。 

ｂ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性について、次の

要件を満たすものであること。 

① 設置許可基準規則解釈第３７条の想定する格納容器破損モードのう

ち、原子炉制御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事

故収束に成功した事故シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷の後、格

納容器圧力逃し装置等の格納容器破損防止対策が有効に機能した場合）

を想定すること。 

② 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場合は、実施の

ための体制を整備すること。 

③ 交代要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実施のための体

制を整備すること。 

④ 判断基準は、運転員の実効線量が7 日間で100mSv を超えないこと。 

 

 

 

 

 

１ → 審査ガイド通り 

 

 

 

  ① 評価事象については、有効性評価で想定する格納容器破損モードのうち、制御室の運転員の被ばくの観

点から結果が最も厳しくなる事故収束に成功した事故シーケンスとして、格納容器破損防止対策に係る

有効性評価における「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」のうち、「格納容

器過圧破損」において想定している「大破断 LOCA 時に ECCS 注入機能及び格納容器スプレイ機能が喪

失する事象」としている。 

  ② 運転員は事故後 7 時間の間マスクを着用している場合としていない場合で評価している。マスク着用に

ついては発電課長（当直）指示による。 

  ③ 運転員の勤務形態（5 直 2.5 交替）を考慮して評価している。 

  ④ 運転員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないことを確認している。 
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実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の 

居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド 
中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況 

 

 

４．１ → 審査ガイド通り 

 

 

４．１（１） → 審査ガイド通り 

 

４．１（１）① → 審査ガイド通り 

原子炉格納容器内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による中央制御室内での外部被ばくの
実効線量を評価している。 

原子炉格納容器内の放射性物質からの直接ガンマ線による中央制御室内での外部被ばくの実効線量を
評価している。 

４．１（１）② → 審査ガイド通り 

大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による中央制御室内での外部被ばくは、事故期間中の大
気中への放射性物質の放出量を基に大気拡散効果と中央制御室の壁によるガンマ線の遮蔽効果を踏ま
えて運転員の外部被ばく（クラウドシャイン）の実効線量を評価している。 

地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による外部被ばく（グランドシャイン）の実効線量につい

ても考慮して評価している。 

①最適評価手法を適用し、「４．２ 居住性に係る被ばく評価の共通解析条件」に基づいて評価してい
る。 

②実験等に基づいて検証されたコードやこれまでの許認可で使用したモデルに基づいて評価している。 

中央制御室の居住性に係る被ばく経路は図１のとおりとしている。 
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実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の 

居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド 
中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況 

 

 
４．１（１）③ → 審査ガイド通り 

中央制御室内に取り込まれた放射性物質は、中央制御室内に沈着せずに浮遊しているものと仮定して評

価している。 

事故期間中に大気中へ放出された放射性物質の一部は外気から中央制御室内に取り込まれる。中央制御

室内に取り込まれた放射性物質のガンマ線による外部被ばく及び吸入摂取による内部被ばくの和とし
て実効線量を評価している。 

４．１（１）④ → 審査ガイド通り 

原子炉格納容器内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による中央制御室入退域時の外部被ば
くの実効線量を評価している。 

原子炉格納容器内の放射性物質からの直接ガンマ線による中央制御室入退域時の外部被ばくの実効線
量を評価している。 

４．１（１）⑤ → 審査ガイド通り 

大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による中央制御室入退域時の外部被ばく（クラウドシャ
イン）の実効線量を評価している。  

４．１（２） → 審査ガイド通り 

中央制御室居住性に係る被ばくは図３の手順に基づいて評価している。 

 

４．１（２）a. → 審査ガイド通り 

 

 

地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による中央制御室入退域時の外部被ばく（グランドシャイ
ン）の実効線量を評価している。 

放射性物質による吸入摂取による中央制御室入退域時の内部被ばくの実効線量を評価している。 

格納容器破損防止対策の有効性評価で想定する格納容器破損モードのうち、中央制御室の運転員の被ば
くの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に成功した事故シーケンスのソースターム解析を基に、大

気中への放射性物質放出量及び原子炉施設内の放射性物質存在量分布を設定している。 
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実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の 

居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド 
中央制御室の居住性に係る被ばく評価の適合状況 

 

 

４．１（２）b. → 審査ガイド通り 

被ばく評価に用いる相対濃度及び相対線量は、大気拡散の評価に従い実効放出継続時間を基に計算した

値を年間について小さい方から順に並べた累積出現頻度 97％に当たる値を用いている。評価において
は、1997 年 1 月から 1997 年 12 月の 1 年間における気象データを使用している。 

４．１（２）c. → 審査ガイド通り 

原子炉施設内の放射性物質存在量分布を考慮し、スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線による外部
被ばくの実効線量を評価するために、原子炉格納容器内の線源強度を計算している。 

４．１（２）d. → 審査ガイド通り 

前項 c の結果を用いて、原子炉格納容器内の放射性物質からのガンマ線による被ばくの実効線量を計算

している。 

前項 a 及び b の結果を用いて、大気中へ放出された放射性物質及び地表面に沈着した放射性物質のガン
マ線による外部被ばくの実効線量を計算している。 

前項 a 及び b の結果を用いて、中央制御室内に外気から取り込まれた放射性物質による被ばく線量（ガ
ンマ線による外部被ばく及び吸入摂取による内部被ばく）の実効線量を計算している。 

４．１（２）e. → 審査ガイド通り 

前項 d で計算した線量の合計値が判断基準（運転員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないこと）を
満足することを確認している。 

 

４．２（１）a. → 審査ガイド通り 

中央制御室非常用循環設備のフィルタ除去効率は、設計上期待できる値として、よう素フィルタ除去効
率は 95％、微粒子フィルタ除去効率は 99％として評価している。 

４．２（１）b. → 審査ガイド通り 

中央制御室は既設であり、空気流入率は空気流入率測定試験結果を基に余裕を見込んだ値を設定してい

る。 
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４．２（２）a → 審査ガイド通り 

放射性物質の空気中濃度は、ガウスプルームモデルを適用して計算している。 

泊発電所内で観測して得られた 1997 年 1 月から 1997 年 12 月の 1 年間の気象資料を大気拡散式に用い
ている。また、建屋影響を受ける大気拡散評価を行うため保守的に地上風（地上約 10m）の気象データ
を使用している。 

水平及び垂直方向の拡散パラメータは、風下距離及び大気安定度に応じて、気象指針における相関式を
用いて計算している。 

放出点（地上）から近距離の建屋（原子炉格納容器）の影響を受けるため、建屋による巻き込みを考慮
し、建屋の影響がある場合の拡散パラメータを用いている。 

一～三のすべての条件に該当するため、建屋による巻き込みを考慮して評価している。 

放出点は地上および排気筒であり、排気筒は建屋高さとほぼ同じであるため、両者共に建屋の高さの 2.5

倍に満たない。 
放出点（地上および排気筒）の位置は、図４の領域 An の中にある。 

評価点（中央制御室）は、巻き込みを生じる建屋（原子炉格納容器）の風下側にある。 

建屋による巻き込みを考慮し、図５に示すように、建屋の後流側の拡がりの影響が評価点に及ぶ可能性
のある複数の方位を対象としている。 
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放射性物質の大気拡散については、「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について
（内規）」に基づいて評価している。 

建屋巻き込みによる拡散を考慮している。 

放出源（地上および排気筒）から最も近く、巻き込みの影響が最も大きい建屋として原子炉格納容器を

代表建屋としている。 

 

中央制御室は、事故時に外気の取入れを遮断するため、室内へ直接流入するとして評価している。 

 

評価期間中は外気を遮断することを前提としているため、中央制御室が属する建屋の屋上面を代表点と

して選定するが、具体的には、保守的に放出点（地上および排気筒）と同じ高さにおける濃度を評価し
ている。 

 

４．２（２）b → 審査ガイド通り 
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屋上面を代表としており、評価点は中央制御室中心としている。 

中央制御室が属する建屋の屋上面を選定するが、具体的には、保守的に放出点と同じ高さにおける濃度

を評価している。 

屋上面を代表としており、評価点は中央制御室中心とし、保守的に放出点と評価点とが同じ高さとして、
その間の水平直線距離に基づき、拡散パラメータを算出している。 

建屋による巻き込みを考慮し、ⅰ)～ⅲ)の条件に該当する方位を選定し、建屋の後流側の拡がりの影響
が評価点に及ぶ可能性のある複数の方位を対象としている。 
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「着目方位 1)」の方法により、評価対象の方位を選定している。 

放出点が評価点の風上にある方位を対象としている。 

放出点は建屋に接近しているため、放出点が評価点の風上となる 180°を対象としている。 

 

図７に示す方法により、建屋の後流側の拡がりの影響が評価点に及ぶ可能性のある複数の方位を評価方

位として選定している。 

原子炉格納容器の垂直な投影面積を大気拡散式の入力としている。 
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原子炉格納容器の最小投影面積を用いている。 

原子炉格納容器の地表面からの投影面積を用いている。 

相対濃度は、毎時刻の気象項目（風向、風速、大気安定度）及び実効放出継続時間（保守的に 1 時間と

する）を基に、短時間放出の式を適用し、評価している。 

相対線量は、放射性物質の空間濃度分布を算出し、これをガンマ線量計算モデルに適用して計算してい
る。 

年間の気象データに基づく相対濃度及び相対線量を小さい方から累積し、97％に当たる値を用いてい

る。 

相対濃度及び相対線量の詳細は、「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内
規）」に基づいて評価している。 

地表面への乾性沈着及び降雤への湿性沈着を考慮して地表面沈着濃度を計算している。 

 

評価期間中は外気を遮断することを前提としているため、二の経路（直接流入）で放射性物質が外気か
ら取り込まれることを仮定している。 

中央制御室内では放射性物質は一様混合するとし、室内での放射性物質は沈着せず浮遊しているものと
仮定している。 

４．２（２）c → 審査ガイド通り 

４．２（２）e → 審査ガイド通り 

４．２（２）d → 審査ガイド通り 
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評価期間中は外気を遮断することを前提としているため、外気取入れは行わないとして評価している。 

 

空気流入量は空気流入率及び中央制御室バウンダリ体積を考慮した体積を用いて計算している。 

４．２（３）a. → 審査ガイド通り 

クラウドシャインによる外部被ばく線量については、空気中濃度及びクラウドシャインに対する外部被
ばく線量換算係数の積で計算した線量率を積分して計算している。 

中央制御室内の運転員については建屋による遮蔽効果を考慮している。 

４．２（３）b. → 審査ガイド通り 

４．２（３）c. → 審査ガイド通り 

中央制御室内の運転員については、建屋による遮蔽効果を考慮している。 

中央制御室における内部被ばく線量については、空気中濃度、呼吸率及び内部被ばく換算係数の積で計
算した線量率を積分して計算している。 

中央制御室では室内での放射性物質は沈着せずに浮遊しているものと仮定している。 

運転員の事故後 7 時間のマスク着用を考慮している。また、マスクを着用しない場合についても評価し
ている。 

 

グランドシャインによる外部被ばく線量については、地表面沈着濃度及びグランドシャインに対する外

部被ばく線量換算係数の積で計算した線量率を積分して計算している。 
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４．２（３）d. → 審査ガイド通り 

中央制御室内に取り込まれた放射性物質からのガンマ線による外部被ばく線量については、空気中濃度
及びクラウドシャインに対する外部被ばく線量換算係数の積で計算した線量率を積分して計算してい
る。 

中央制御室では室内に取り込まれた放射性物質は沈着せずに浮遊しているものと仮定している。 

４．２（３）e. → 審査ガイド通り 

４．２（３）f. → 審査ガイド通り 

４．２（３）g. → 審査ガイド通り 

４．２（３）h. → ３号機単独発災を想定し、評価している。 

 

 

入退域でのクラウドシャインによる外部被ばく線量については、空気中濃度及びクラウドシャインに対
する外部被ばく線量換算係数の積で計算した線量率を積分して計算している。 

入退域でのグランドシャインによる外部被ばく線量については、地表面沈着濃度及びグランドシャイン
に対する外部被ばく線量換算係数の積で計算した線量率を積分して計算している。 

入退域での放射性物質の吸入摂取による内部被ばく線量については、中央制御室入退域での空気中濃
度、呼吸率及び吸入による内部被ばく線量換算係数を積分して計算している。 

入退域でのマスク着用を考慮している。また、マスクを着用しない場合についても評価している。 
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４．３（１） → 審査ガイドの趣旨に基づいて設定 

評価事象が炉心損傷後の事象であることを踏まえ、原子炉格納容器内に放出された放射性物質は
NUREG-1465 の被覆管破損放出～晩期圧力容器内放出までを考慮した原子炉格納容器内への放出割合

を基に設定して評価している。 

 核種グループについては NUREG-1465 で想定されたグループ類であり、希ガス類、よう素類、Cs 類、
Te 類、Ba 類、Ru 類、Ce 類及び La 類を考慮している。 

 
放出割合の設定に際し、よう素の性状を考慮している。 

 

評価事象が炉心損傷後の事象であることを踏まえ、原子炉格納容器内への放出率は、核分裂生成物放出
量が大きくなる低圧シーケンスを代表する NUREG-1465 の被覆管破損放出～晩期圧力容器内放出まで

を考慮した原子炉格納容器内への放出割合を基に放出率を設定して評価している。 

 

４．３（２） → 審査ガイド通り 

４．３（３） → 審査ガイド通り 

アニュラス空気浄化設備の作動時間については、選定した事故シーケンスに基づき全交流電源喪失およ
び最終ヒートシンク喪失を想定した起動遅れを見込んだ値で評価としている。 

 

アニュラス空気浄化設備のフィルタ効率は、設計上期待できる値として、よう素フィルタ効率は 95%、

微粒子フィルタ効率は 99%として評価している。 

 

原子炉格納容器スプレイの作動については、事故シーケンスの事故進展解析条件を基に設定している。 

 

 

 

原子炉格納容器内の自然沈着率については、実験等から得られた適切なモデルを基に設定している。 
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原子炉格納容器漏えい率は、事故シーケンスの事故進展解析結果を基に設定している。 

中央制御室換気設備の作動時間については、全交流電源喪失を想定した起動遅れを考慮した評価としてい
る。 

４．３（４） → 審査ガイド通り 

４．３（５）a → 審査ガイド通り 

放射性物質の大気中への放出開始時刻及び放出継続時間は、事故シーケンスのソースターム解析結果を基
に設定している。実効放出継続時間は保守的に 1 時間としている。 

放出源高さは、アニュラス空気浄化設備が起動前は地上放出として地上高さを、アニュラス空気浄化設
備が起動後は排気筒放出として排気筒高さを設定している。 

事故シーケンスのソースターム解析結果を基に、想定事故時に原子炉格納容器内に放出された放射性物質
を設定し、スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源としている。 

 

原子炉格納容器内の放射性物質は自由空間容積に均一に分布しているものとし、事故後 7 日間の積算線源
強度を計算している。 

 
建屋内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線による外部被ばく線量は、上記で評
価した積算線源強度、施設の位置・地形条件（線源位置と評価点との距離等）、遮へい構造（外部遮へい
構造、中央制御室遮へい構造）から計算している。直接線量を QAD コード、スカイシャイン線量を

SCATTERING コードで計算している。 

４．３（５）b → 審査ガイド通り 

事故シーケンスのソースターム解析結果を基に、想定事故時に原子炉格納容器内に放出された放射性物質

を設定し、スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線の線源としている。 

 
原子炉格納容器内の放射性物質は自由空間容積に均一に分布しているものとし、事故後 7 日間の積算線源
強度を計算している。具体的には、原子炉格納容器内の放射性物質はドーム部、円筒部に均一に分布して
いるものとしている。 
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図１ → 審査ガイド通り 
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図３ → 審査ガイド通り 

図４ → 審査ガイド通り 
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図５ → 審査ガイド通り 

図６ → 審査ガイド通り 
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図７ → 審査ガイド通り 

図８ → 審査ガイド通り 
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図９ → 審査ガイド通り 

図１０ → 審査ガイド通り 
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24．内規との適合性について（設計基準事故時の中央制御室居住性評価） 

原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

3.1(1) → 内規通り 
 

 

3.2(1)a) → 内規通り 

 

 

 

 

 

 

 

b) 泊発電所 3号機は PWR型原子炉施設のため、原子炉格納容器内放出は原子炉冷却材喪失、原子炉格 
納容器外放出は蒸気発生器伝熱管破損として評価した。 

3.2(1)b) → 内規通り 
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（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

3.2(2) → 内規通り 

 

 

 

 

 

 

3.3 → 内規通り 

「１人あたりの被ばく経路ごとの実効線量の合算値が、100mSvを超えない」ことを満足していること 

を確認している。 

 

 

g) 評価手順の a)から c)までのうち、b)は他の評価と並列に進めている。また d)及び e)は、並列に進 
めている。 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

図 3.1 → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

図 3.2 → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 
4.2 → 内規通り 

g) アニュラス空気再循環設備（フィルタを含む）は、起動信号を明らかにし、かつ、十分な時間的 

余裕を見込んで、その機能を期待した。 

原子炉冷却材喪失及び蒸気発生器伝熱管破損を対象として評価した。 

4.2.1(1) → 内規通り 

4.2.1(2) → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

図 4.5 → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

図 4.6 → 内規通り 



 

 

 

1
6
1 

原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 
 

4.2.2(3)  → 内規どおり 
泊発電所 3 号機では、大気への核分裂生成物の放出量の観点から、外部電源が喪失する場合の方が喪失 

しない場合よりも厳しい評価となる。 

f) 破損した蒸気発生器の隔離までの放出率を、放出量を隔離時間で除した値で一定であると仮定して 

評価した。また、二次系弁の開閉状態を考慮して放出率を時間依存値で設定した。 

 

4.2.2(1) → 内規どおり 

4.2.2(2) → 内規どおり 

4.2.2(4) → 内規どおり 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 
 

 

 

図 4.7 → 内規通り 

 

図 4.8 → 内規通り 

 

 

経路でよう素を評価した。 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

 

5.1.1 → 内規通り 

泊発電所 3 号機の中央制御室は、既存の中央制御室と大きく異なる設計ではないため、大気拡散モデル 

を適用した。 

 
5.1.1(1)a) → 内規通り 

放射性物質の空気中濃度は、示されたガウスプルームモデルにて評価している。 

 

 

5.1.1(1)b) → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 5.1.1(1)c) → 内規通り 
風向、風速、大気安定度等の観測項目を、現地において１年間観測して得られた気象資料を拡散式に用 

いて評価した。 

5.1.1(2)a) → 内規通り 
中央制御室評価で特徴的な近距離の建屋の影響を受けるため、建屋による巻き込み現象による影響を含 
めてした。 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

5.1.1(2)b) → 内規通り 

 

5.1.1(2)c) → 内規通り 

中央制御室においては、放出源又は巻き込みを生じる建屋から近距離にあるため、拡散パラメータの値 

はσyo、σzoが支配的となるが、σy及びσzは 0とはしていない。 

 

 

 

 

5.1.1(3)b) → 内規通り 

      放出源と評価点で高度差がある場合には、評価点高さを放出源高さとして（z=H、H>0）、(5.4)式で濃度 

を求めた。 

 

5.1.1(2)d) → 内規通り 

      建屋影響は、放出源高さから地上高さに渡る気象条件の影響を受けるため、保守的に地上高さに相当す 
る比較的低風速の気象データ（地上 10m高さで測定）で評価した。 

5.1.1(3)a) → 内規通り 

(5.3)式を適用するため、「5.1.2 原子炉施設周辺の建屋影響による拡散」の(1)、a)の放出源の条件に 

応じて、原子炉施設周辺の濃度を次の b)又は c)の方法によって計算した。 

5.1.1(2)e) → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

 

 

 

2) 放出源の高さが地表面よりも十分離れている場合には、地表面からの反射による濃度の寄与が小さ 

くなり、右辺の指数減衰項は１に比べて小さいため無視している。 

5.1.1(3)c) → 内規通り 

放出源及び評価点が地上面にある場合（z=0、H=0）、地上面の濃度を適用して(5.5)式で求めている。 

 

5.1.2(1)a) → 内規通り 

中央制御室の被ばく評価においては、放出点と巻き込みを生じる建屋及び評価点との位置関係につい 
て、示された条件すべてに該当するため、放出点から放出された放射性物質は建屋の風下側で巻き込み 
の影響を受け拡散し、評価点に到達するものとして評価している。 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

 

5.1.2(1)b) → 内規通り 
実験等により、より具体的な最新知見を持ち合わせていないため、5.1.2(1)a)にしたがって評価した。 

図 5.1 → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

 

 

 

図 5.2 → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 
5.1.2(2)a) → 内規通り 

複数方位を着目方位と見込み、かつ、保守的な評価となるよう、すべての評価対象方位について風下中 

心軸上の最大濃度を用いて評価した。 

 

5.1.2(2)b) → 内規通り 

図 5.3 → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

 

5.1.2(3)b)1) → 内規通り 

事故時に外気の取入れを遮断するので、中央制御室内には流入によって放射性物質が侵入するものとし 

て評価した。 

5.1.2(3)a) → 内規通り 

巻き込みを生じる建屋として、巻き込みの影響が最も大きいと考えられる 3号機原子炉格納容器を代表 

建屋として相対濃度を算出している。 

5.1.2(3)b)2) → 内規通り 

評価期間中は外気を遮断することを前提としているため、中央制御室が属する当該建屋の屋上面を代表 

面（代表評価面）として選定した。 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

 

 

 

5.1.2(3)b)3) → 内規通り 

屋上面を代表としているため、中央制御室の中心点を評価点とした。 

ⅳ) 拡散パラメータの値はσyo、σzoが支配的となるが、σy及びσzは 0とはしていない。 

5.1.2(3)c)1) → 内規通り 

図 5.4 → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

 

 

5.1.2(3)c)1)ⅰ) → 内規通り 

5.1.2(3)c)1)ⅱ) → 内規通り 

放出点が建屋に接近し、0.5Lの拡散領域(図 5.5のハッチング部分)の内部にあるため、風向の方位 m1 
は放出点が評価点の風上となる 180°を対象とした。 

5.1.2(3)c)1)ⅲ) → 内規通り 

評価点が建屋に接近し、0.5Lの拡散領域(図 5.6のハッチング部分)の内部にあるため、風向の方位 m2 
は放出点が評価点の風上となる 180°を対象とした。 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

 

 

建屋は断面が円筒形状である。 

図 5.6 → 内規通り 

図 5.7 → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

 

 

5.1.2(3)c)2) → 内規通り 

       建屋は断面が円筒形状である。 

 

5.1.2(3)d)2) → 内規通り 

風向の方位ごとに垂直な投影面積を求める必要があるが、地表面から上の原子炉格納容器の最小投影面 

積をすべての方位の計算の入力として共通に適用した。 

 

5.1.2(3)d)3) → 内規通り 

風下側の地表面から上の投影面積を求め大気拡散式の入力とするが、原則地表面から上の代表建屋の投 

影面積を用いるため、地表面から上の原子炉格納容器の最小投影面積をすべての方位の計算の入力とし 

て共通に適用した。 

 

5.1.2(3)d)1) → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

5.1.2(4) 建屋の影響を考慮して評価しているため、(4)項は該当せず。 

 

図 5.9 → 内規通り 

5.1.3(1) → 内規通り 

5.1.3(2) → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

 

 

 

5.1.3(2)a) → 内規通り 

5.1.3(2)b) → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

5.2.1(1) → 内規通り 

 

図 5.10 → 内規通り 

5.2.1(2) → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

b) 補正は不要である。 

 

5.2.2(2)a) 建屋の影響を受けるため a)項は該当せず。 

5.2.2(1) → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

5.2.2(2)b) → 内規通り 

 

5.2.2(2)b)1) → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

5.2.2(2)b)2) → 内規通り 

      平均化処理を行うかわりに、長時間でも短時間の計算式による最大濃度として計算を行うことは保守的 

      であり、かつ計算も簡便となるため、長時間放出の場合も短時間放出と同様に評価した。 

 

5.3(1) → 内規通り 

5.3(2) → 内規通り 

5.3(3) → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

5.3(4) → 内規通り 

相対線量の計算においても建屋影響を受けるが、評価においては建屋影響の効果を取入れていない。 

 

5.3(5) → 内規通り 

合理的かつ保守的な評価を行うため、評価点を放出点と同じ高さ（風下軸上）に設定し、χ(x’、y’、 

Z’)を計算する場合の建屋の巻き込みを見込まなかった。 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 
 

 
 

 

 

 

6.(1) → 内規通り 

6.(3) → 内規通り 

スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線による線量を評価の対象としており、省略していない。 

6.1(3)e) 泊発電所 3号機はプレストレストコンクリート型原子炉格納容器ではないため、f)項は該当せず。 

6.(2) → 内規通り 

6.1(3)a) → 内規通り 

6.1(3)b) → 内規通り 

6.1(3)c) → 内規通り 

6.1(3)d) → 内規通り 

6.1(3)e) → 内規通り 

6.2(1) → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

 

 

6.2(3) → 泊発電所 3号機はプレストレストコンクリート型原子炉格納容器ではないため、(3)項は該当せ 

ず。 

6.2(4)a) → 内規通り 

スカイシャインガンマ線の計算は、一回散乱計算法を用いて評価している。 

6.2(4)c) → 内規通り 

散乱点におけるガンマ線束は、ⅰ)の方法によって計算した。 

6.2(2) → 内規通り 

6.2(4)b) → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

 

 

6.3(1) → 内規通り 

6.3(2) → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 
6.3(3)a) → 内規通り 

直接ガンマ線の計算は、点減衰核積分法を用いた。 

 

6.3(3)b) → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

 

 

 

 

7.(3) → 内規通り 

運転員の勤務状態については、平常時の直交替を基に設定するため、5直 2.5交代体制として評価した。 

7.(1) → 内規通り 

7.(2) → 内規通り 

7.1(1) → 内規通り 

図 7.1 → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

 

 

7.1.1(2)c) → 内規通り 

線源から中央制御室に至るまでの遮へい効果を、構造物の配置、形状及び組成から評価した。 

7.1.1(2)d) → 内規通り 

線源の評価点は、中央制御室内の中心として評価した。 

7.1.1(2)f) → 内規通り 

アニュラス部が原子炉格納容器外部遮へいの内側にあるため、アニュラス部内の線源を原子炉格納容器 

内に存在するとして評価した。 

7.1.1(2)a) → 内規通り 

7.1.1(2)b) → 内規通り 

7.1.1(2)e) → 内規通り 

7.1.1(2)g) → 内規通り 

図 7.3 → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

 

 

 

7.1.2(2)c) → 内規通り 

線源から中央制御室に至るまでの遮へい効果を、構造物の配置、形状及び組成から評価した。 

7.1.2(2)d) → 内規通り 

線源の評価点は、中央制御室内の中心として評価した。 

7.1.2(2)f) → 内規通り 

アニュラス部が原子炉格納容器外部遮へいの内側にあるため、アニュラス部内の線源を原子炉格納容器 

内に存在するとして評価した。 

7.1.2(2)a) → 内規通り 

7.1.2(2)b) → 内規通り 

7.1.2(2)e) → 内規通り 

7.1.2(2)g) → 内規通り 

図 7.6 → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

 

 

 

7.2(3)  → 内規通り 

相対線量 D/Qの評価点は、中央制御室内の中心として評価した。 

7.2(1) → 内規通り 

7.2(2) → 内規通り 

7.2(4) → 内規通り 

7.2(5) → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 
 

 

 
7.2(5)b) → 内規通り 

 

7.2(5)c) → 内規通り 

 

7.3(1) → 内規通り 

 

7.3(2) → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

 

 

図 7.9 → 内規通り 

7.3.1(1) → 内規通り 

7.3.1(1)a) 建屋の影響を考慮するため a)項は該当せず。 

 

図 7.10 → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

 7.3.1(1)b) → 内規通り 

 

 

7.3.2(3) → 内規通り 

中央制御室換気系フィルタの効率は、設計値に余裕を見込んだ値を用いて評価した。 

7.3.2(5) → 内規通り 

相対濃度χ/Qの評価点は、外気を遮断するので、中央制御室の中心点とする。 

7.3.2(1) → 内規通り 

7.3.2(2) → 内規通り 

7.3.2(4) → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 7.3.2(6)  → 内規通り 

中央制御室の自動隔離を期待しているため、その起動信号を明確にするとともに隔離に要する時間を見 

込んだ。 

7.3.2(7)  → 内規通り 

7.3.3(1)  → 内規通り 

7.3.3(2)  → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

 

 

7.3.3(3) → 内規通り 

被ばく低減方策として、防護マスク着用を考慮していない。 

7.3.3(4) → 内規通り 

図 7.12 → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

 

7.3.4(3)  → 内規通り 

a) 中央制御室の容積は、中央制御室バウンダリ内体積（容積）とした。 

b) 除外箇所はない。 

7.3.3(6) → 内規通り 

 

7.3.4(1) → 内規通り 

7.3.4(2) → 内規通り 

7.3.4(4) → 内規通り 

7.3.4(5) → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 
 

 
 

 

図 7.13 → 内規通り 

7.3.4(7) → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 
 

 
 

 

 

 

7.4.1(2)f) → 内規通り 

7.4.1(2)e) → 内規通り 

計算に当たっては、2)の仮定を用いた。 

 2) 入退域時の評価点は、出入管理建屋入口と中央制御室入口として評価した。 

 

7.4.(1) → 内規通り 

7.4.(2) → 内規通り 

図 7.14 → 内規通り 

7.4.1(2)a) → 内規通り 

7.4.1(2)b) → 内規通り 

7.4.1(2)c) → 内規通り 

7.4.1(2)d) → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 
 

 

 

 

アニュラス部が原子炉格納容器外部遮へいの内側にあるため、アニュラス部内の線源を原子炉格納容器 

内に存在するとして計算した。 

7.4.1(2)g) → 内規通り 

図 7.16 → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

 

 

 

7.4.2(2)e) → 内規通り 

計算に当たっては、2)の仮定を用いた。 

2) 入退域時の評価点は、出入管理建屋入口と中央制御室入口として評価した。 

7.4.2(2)f) → 内規通り 

アニュラス部が原子炉格納容器外部遮へいの内側にあるため、アニュラス部内の線源を原子炉格納容器 

内に存在するとして計算した。 

7.4.2(2)a) → 内規通り 

7.4.2(2)b) → 内規通り 

7.4.2(2)c) → 内規通り 

7.4.2(2)d) → 内規通り 

7.4.2(2)g) → 内規通り 

図 7.19 → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

 

7.5(1) → 内規通り 

7.5(2) → 内規通り 

大気中に放出された放射性物質が大気中を拡散し、放出源付近の建屋の巻き込み影響を受けるため、そ 

の効果を計算したうえで(5.大気拡散の評価)、中央制御室を含む当該建屋の周辺の放射性物質の濃度を 

計算した。 
a) 建屋影響を考慮するため a)項は該当せず。 

b) 建屋影響を考慮するため、b)項にしたがう。 

図 7.21 建屋影響を考慮するため対象外 

図 7.22 → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

 

7.5.1(5) → 内規通り 

入退域時の計算に当たっては、b)の仮定を用いた。 

b) 入退域時の評価点は、出入管理建屋入口と中央制御室入口として評価した。 

7.5.1(1) → 内規通り 

7.5.1(2) → 内規通り 

7.5.1(3) → 内規通り 

7.5.1(4) → 内規通り 

7.5.1(6) → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 
 

 

 

7.5.2(4) → 内規通り 

被ばく低減方策として、防護マスク着用を考慮していない。 

7.5.2(5) → 内規通り 

入退域時の計算に当たっては、b)の仮定を用いた。 

b) 入退域時の評価点は、出入管理建屋入口と中央制御室入口として評価した。 

図 7.23 → 内規通り 

7.5.2(1) → 内規通り 

7.5.2(2) → 内規通り 

7.5.2(3) → 内規通り 
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原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について 

（内規） 
中央制御室（設計基準事故）居住性に係る被ばく評価との適合状況 

 

 

 

 

7.5.2(6) → 内規通り 

図 7.24 → 内規通り 




